
第Ⅲ部 委員会のその他の活動状況等 

第１章 政策担当部局からのヒアリング等 

委員会は、急速に変化しながら発展を続ける電気通信分野の市場環境や政策動
向等を平素から⼗分に把握し、具体的な紛争事案の提起に備える必要がある。

このため、令和６年度には、委員会において次のとおり、政策担当部局から関
係分野に関する情報収集等を⾏った。

政策担当部局からのヒアリング 

１ 令和６年７月３０日 第２４４回委員会 

総合通信基盤局から「トラヒック・ポンピングの発⽣に係る着信インセンティ
ブ契約に関する業務改善命令の適⽤に関するガイドライン（案）」について説明
を受け、意⾒交換を⾏った。

「トラヒック・ポンピングの発⽣に係る着信インセンティブ契約に関する業
務改善命令の適⽤に関するガイドライン（案）」について、資料に基づき説明
があった。

 ガイドラインの⽬的
昨今、⾳声伝送役務に係る接続において、携帯電話事業者が提供する「か

け放題サービス」を利⽤して、意図的に接続料収⼊を得ようとする「トラ
ヒック・ポンピング」が発⽣していると指摘されており、このような⾏為
を抑⽌するとともに、「トラヒック・ポンピング」において⾒られる「着
信インセンティブ契約」に関する業務改善命令の適⽤の考え⽅を⽰すもの
である。

 トラヒック・ポンピングの禁⽌
トラヒック・ポンピングはトラヒックの量を意図的に増⼤させ、他の電

気通信事業者の業務への影響のほか、ネットワークの輻輳等の問題を発⽣
しかねず、電気通信の健全な発達や利⽤者の利益の保護などの公共の利益
を著しく阻害するおそれがある。このため、トラヒック・ポンピングを発
⽣させるおそれのある、以下のような典型的な不適切な着信インセンティ
ブ契約については、業務改善命令の要件に該当し得る。
(1) 接続協定において料⾦を定めることとされている電気通信事業者の

合意のない他者料⾦設定トラヒック・インセンティブ契約
(2) 接続する他の電気通信事業者の契約約款に違反する⾏為を助⻑する

蓋然性の⾼い着信インセンティブ契約
 その他

総務省は、着信インセンティブ契約の締結状況や電気通信事業者間の協

説明の概要
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議の状況について注視するとともに、今後、必要に応じて本ガイドライン
の⾒直しや所要の⾏政上の対応を⾏っていくこととする。

＜委員会＞
【1】業務改善命令の要件に該当し得る「接続協定において料⾦を定めること

とされている電気通信事業者の合意のない他者料⾦設定トラヒック・インセ
ンティブ契約」について、この契約により需要の把握が難しくなるという実
質的な理由は理解するが、接続協定において、需要の把握をさせる義務が書
いてあることは普通ないと思う。具体的にどの部分が不適切と考えているの
か。

【2】（【1】に関連して、）需要が変化することによって将来の料⾦設定が影響
を受けると思うが、これについては、現在の料⾦設定のみならず、将来の料
⾦設定の在り⽅も含めて考えているのか。

【3】本ガイドライン（案）は、着信インセンティブ契約を締結していること
を前提としたトラヒック・ポンピングのみを対象としているのか。

＜担当部局＞
【1】発信側事業者と着信側事業者の間で利⽤者料⾦の設定権は発信側事業者

にあると協定で合意したにも関わらず、発信側事業者の同意を得ることな
く、発信側利⽤者に発信量に応じた⾦員を⽀払うことは、利⽤者料⾦に⼀部
関与しているものと考えられ、これが接続協定に反すると考えられる。利⽤
者料⾦が⾦員のやりとりを通じて実質的に変化し、この結果として、需要の
把握が困難となる。

【2】急にトラヒックが増加したり、それが継続したりすることになれば、そ
れに応じて料⾦も変化し、場合によってはサービスの停⽌にも繋がるため、
将来に影響するものも対象としている。

【3】本ガイドライン（案）は着信インセンティブ契約を前提としたトラヒッ
ク・ポンピングに関するものが対象。今後、着信インセンティブ契約を介さ
ないトラヒック・ポンピングが起きてくれば、改めて必要な措置を考えてい
きたい。

委員会等の主な質問・コメント等 
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２ 令和６年１０月８日 第２４５回委員会 

総合通信基盤局から「接続料の算定等に関する研究会第⼋次報告書の概要」に
ついて説明を受け、意⾒交換を⾏った。

「接続料の算定等に関する研究会」第⼋次報告書について、資料に基づき概
要の説明があった。
① 「トラヒック・ポンピング」への厳正な対処

トラヒック・ポンピングに関する調査結果を踏まえ、着信インセンティ
ブ契約の接続ルール上の取扱い等を検討したことについて説明があった。 

② モバイル接続料のさらなる適正化の推進
モバイル接続料費⽤配賦ＷＧにおいて、⾳声伝送役務／データ伝送役務

間の費⽤配賦⾒直し、⾒直しの適⽤時期、激変緩和措置等について検討し
たこと及び令和５年度届出接続料の検証を踏まえて、予測値の算定⽅法や
原価等の適正性の確保について検討したことについて説明があった。

③ 卸電気通信役務の適正性の確保（卸検証ガイドラインに基づく検証）
接続との代替性が不⼗分とされているＮＴＴ東⽇本・⻄⽇本の光サービ

ス卸及び接続との代替性評価を保留されているＭＮＯ３社のモバイル⾳
声卸について検証をしたことについて説明があった。

④ 卸電気通信役務の適正性の確保（特定卸電気通信役務等の協議の適正化） 
改正電気通信事業法（令和５年６⽉施⾏）において導⼊された特定卸電

気通信役務制度等について、料⾦の低廉化・提供条件の柔軟化等の進展状
況、卸元事業者・卸先事業者間の協議状況、制度関連事項等を検証したこ
とについて説明があった。

⑤ ＭＮＯとＭＶＮＯの間のイコールフッティングの確保（モバイルスタック
テスト）

モバイルスタックテスト指針に基づき、ＭＶＮＯから要望が寄せられた
サービス等について、本件検証を⾏う合理性を議論したうえで、検証対象
を決定し、ＭＮＯによる検証を実施したこと及びその結果について、その
妥当性を確認したことについて説明があった。

⑥ ５Ｇ（ＳＡ⽅式）時代におけるネットワーク機能開放の推進
５Ｇ（ＳＡ⽅式）のネットワーク構成を踏まえた機能開放について、そ

の協議状況を確認するとともに、今後の接続ルール等を検討したことにつ
いて説明があった。

⑦ 第⼀種指定電気通信設備に係る接続関連システム経費の適正性の向上
第⼀種指定電気通信設備の接続料原価に含まれるシステム関連経費の

透明性の確保の在り⽅について、実態を確認したうえで具体的に開⽰する
情報について検討したことについて説明があった。

⑧ 加⼊光ファイバ等の提供遅延の改善
ＮＴＴ東⽇本・⻄⽇本の加⼊光ファイバの提供遅延の実態等を確認した

うえで、必要な対策を検討したことについて説明があった。
⑨ 市場変化に対応した外国政府等との協定等に関する⾒直し

説明の概要 
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電気通信事業法第４０条に基づく外国政府等との協定等の認可につい
て、その対象の⾒直し等を検討したことについて説明があった。 

＜委員会＞
【1】第⼀種指定電気通信設備に係るシステム関連経費等の透明性確保につい

て、接続料原価に含まれる関連経費は、各社の営業秘密として⽐較的その開
⽰を求めるのが難しいという理解であるが、今回はどの程度の開⽰が想定さ
れているのか。

【2】（【1】に関連して、）開⽰される情報は４つ（開発・改修に係る想定機能
数、機能ごとの想定費⽤及び接続料への想定影響額/影響期間、機能ごとの
想定費⽤・接続料への想定影響額の確定額、開発の規模に関する情報・想定
ライン数）とのことだが、接続料原価に含まれる関連経費とは、この４つが
基本となるのか。

＜担当部局＞
【1】営業秘密と情報開⽰はトレードオフの関係にあることを踏まえて検討し

た。開⽰する情報は、開発・改修に係る想定機能数、機能ごとの想定費⽤及
び接続料への想定影響額/影響期間、機能ごとの想定費⽤・接続料への想定
影響額の確定額、開発の規模に関する情報・想定ライン数の４つを明記する
ことが適当であるとした。

【2】基本的には、先に挙げた４つの情報を開⽰してもらう。ただし、開⽰す
る情報については、機能ごとに⼗分に細分化された費⽤を⽰すことができる
か等の状況や、接続事業者の意⾒を踏まえて、今後も必要に応じて⾒直しを
していくこととしている。

委員会等の主な質問・コメント等 
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３ 令和６年１１月１８日 第２４６回委員会 

総合通信基盤局から「電気通信事業分野における市場検証（令和５年度）年次
レポート」について説明を受け、意⾒交換を⾏った。

以下について、資料に基づき報告の概要説明があった。
1. 電気通信事業分野における市場検証の概要
2. 電気通信事業分野における市場動向の分析結果

市場動向の分析にかかる重点的検証に関する項⽬として①及び②、定期的・
継続的に⾏っている実態把握の項⽬として③から⑥までについて検証を実
施。

① 固定系ブロードバンド市場を巡る市場環境の変化の影響（重点的検証
項⽬）

② ⾳声通信を巡る市場環境の変化の影響（重点的検証項⽬）
③ 移動系通信市場
④ 固定系通信市場
⑤ 法⼈向けサービス市場
⑥ 研究開発競争の状況把握

3. 電気通信事業者の業務の適正性等の確認結果
事業法に基づく禁⽌⾏為規制や、これまでの各関係事業者に対する各種要

請⽂書で記載された検証項⽬に基づき、次に掲げる検証を実施。
① 客観的・定量的なデータ等に基づく市場⽀配的な電気通信事業者によ

る不当に優先的な取扱い等の有無等の検証（重点的検証項⽬）
② 市場⽀配的な電気通信事業者に対する禁⽌⾏為規制に関する遵守状況

等の確認
③ ＮＴＴグループに対する公正競争条件の遵守状況等の確認
④ 情報漏えいリスク、国際情勢を踏まえたサービス提供継続に対するリ

スク、その他の各事業者において重要リスクとして定めるものへの対
応等のモニタリング

⑤ 未指定事業者に対するグループ内事業者への優先的な取扱い等につい
ての把握・検証

4. その他、令和６年度市場検証の実施スケジュール、令和 6 年度における市
場検証に関する年次計画の概要

＜委員会＞
【1】固定系ブロードバンドの市場で、個⼈向けはＦＴＴＨアクセスサービスと

ワイヤレス固定ブロードバンド（共⽤型）の間に代替性があると認識され、
法⼈向けは代替性があるとまで認識されていないという結果になったのは
なぜか。

委員会等の主な質問・コメント等 

説明の概要 
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【2】今後、無線の安定性が改善されれば、法⼈向けも、代替性を感じるような
結果になることも予想されるのか。

【3】重点的な検証の対象として、固定系ブロードバンド市場を巡る市場環境の
変化の影響と、⾳声通信を巡る市場環境の変化の影響を選んだ理由は何か。
また、その変化について、⽐較的⻑いスパンで考える場合と、短いスパンで
考える場合があるが、区別して検討しているか。

【4】モニタリングについて、上場企業以外にも広げていく計画はあるか。

【5】（【4】に関連して、）例えばＮＴＴの場合、内部監査や様々な外部監査等も
⾏っているが、その状況や結果を利⽤して最終的な結論を導き出しているの
か。

【6】個⼈向けの⾳声通話について、ＬＩＮＥを代替的と認識しているという結
果が出ているが、なぜＬＩＮＥに偏っているのか等分かったことはあるか。

【7】研究開発競争の状況把握について、どのような形であれば研究開発競争が
適正と判断しているのか。

【8】ＮＴＴの研究成果を⽤いて実⽤化開発をしている事業会社には、ＮＴＴの
関係会社のみならずソフトバンクやＫＤＤＩ、楽天なども含まれるのか。

【9】ウェブモニターによるアンケート調査ではサンプルバイアスがかかって
いる可能性があることを意識したほうがよい。国内には⽇本国籍でない⽅も
多くいて、ウェブのモニター登録している⽅へのアンケート調査では把握が
難しいのではないか。本当の意味での⽇本の電気通信市場というものをどう
把握していくかについて、中⻑期的に検討していく体制等をどのように考え
ているか。

【10】元々ＮＴＴの基礎研究については、完全にオープンにするとのことでは
なかったと思う。どういった理由で今回の法改正によりＮＴＴの義務が外れ
たのか。

【11】ＮＴＴとソフトバンクや楽天、ＫＤＤＩは川下で開発競争をしていると
思うが、公平な⽴場にあると考えるか。

【12】ＭＶＮＯもシェアが少しずつ増えてきており、今後、ＭＮＯ３社が市場
の⼤半を占める状況から変化していくということであるが、⾒通しの根拠等
があれば教えていただきたい。

＜担当部局＞
【1】個⼈向けについては、法⼈ほどサービスの安定性を重視していないという

ことなどが考えられる。

【2】無線の品質、サービスの安定性向上により、⽤途に応じて、部分的に代替
性が認識される傾向になると考えている。
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【3】固定系ブロードバンドには、その提供に当たって無線を活⽤するサービス
が新しく出てきており、そういった無線の活⽤が市場に与える影響を検証し
ておくことが、今後の市場の分析や競争の評価において重要になるのではな
いかと考え、重点的検証項⽬に設定している。⾳声通信については、ウェブ
会議ツールやアプリケーションによる⾳声通話サービスが出てきているこ
とに加え、特に固定電話に関しても、⼀部ワイヤレス・無線を使いつつ、固
定電話のように使えるというサービスが出てきており、それが市場に与える
影響を分析したいと考え、設定している。スパンについて、今回は短期的な
スパンで検証をしているが、今後テクノロジーが変化していけば状況も変わ
ることもあり得るので、継続的な分析が必要な場合は、短期的に⾒つつも、
⻑期的なスパンでも変化を⾒ていくという両⾯で分析することになると考
えている。

【4】現時点ではすぐに拡⼤する予定はないが、状況を⾒つつ、必要があれば、
対象を拡⼤していくことも含めて検討していきたい。

【5】各社において⾏われている内部監査の結果をヒアリングしている。事業者
ごとに特徴もあるため、他社の優良事例を他の会社にどのように取り込んで
いけば業界全体としていい⽅向にいくのかという観点でモニタリングを⾏
っている。

【6】国内では、ＬＩＮＥの⾳声通話機能を使う⽅が相当数いるため、このよう
なアンケート結果となったが、特にＬＩＮＥに限定して聞いているわけでは
ない。今後、ほかの海外系のアプリも⽇本市場の中で使われる数が増えてい
けば、この結果も変わる可能性がある。

【7】本年４⽉のＮＴＴ法の改正により研究成果の推進や、研究成果の普及の責
務が撤廃されたため、研究開発競争はどういった形が適正かは、その前後で
整理を変えていく必要がある。令和６年度の検証の中で、どのように進めて
いくのかを検討していく。

【8】成果を⽤いて実⽤化開発を⾏っているという事業者会社というのは、ＮＴ
Ｔグループの事業会社である。

【9】アンケートには⼀定の限界があることも踏まえ、正確に市場の全体の状況
を調査する必要があるという場合には、国内向けにサービスを提供している
外国の事業者も含めて、法令に基づいて様々な情報を報告していただくこと
も含めて検討していきたい。

【10】法律に基づく責務規定は撤廃し、会社の経営判断において、迅速かつ効
率的なやり⽅をしていただくことが、これからの国際競争の中でもいいので
はないかという審議会での議論の結果も踏まえ、法改正を⾏った。

【11】ＮＴＴと他の事業者とで異なる部分が⼀定程度あることを考える必要が
あるというのはご指摘のとおり。他⽅で、ＮＴＴが電電公社から承継したこ
とが、これからＢｅｙｏｎｄ５Ｇ、６Ｇといった研究開発を進めるときにど
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こまで競争上有利に働くのかは、冷静に分析をする必要があるため、ケース・
バイ・ケースでしっかりと⾒ていくことが必要と考えられる。

【12】経年的な推移を⾒ると、ＭＶＮＯのシェアも増加傾向が続いている。制
度⾯においては、⼤⼿のＭＮＯに対してはネットワーク設備をほかの事業者
に開放するためのルール整備もかなり進んでいる状況にある。これらを踏ま
えると、ＭＶＮＯのシェアは今後も⼀定程度は増えていくことが考えられ、
ＭＮＯ３社が市場の⼤半を占める状況が変化していくと考えられる。
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４ 令和６年１２月１６日 第２４７回委員会 

総合通信基盤局から「市場環境の変化に対応した通信政策の在り⽅最終答申
（案）」について説明を受け、意⾒交換を⾏った。

「市場環境の変化に対応した通信政策の在り⽅ 最終答申（案）」について、
資料に基づき概要説明があった。

本件は、２０２３年８⽉に情報通信審議会に諮問され、議論が⾏われてき
たもので、２０２４年２⽉の第⼀次答申において「速やかに実施すべき事項」
として整理された事項は、ＮＴＴの研究開発に関する責務の廃⽌や外国⼈役
員規制の緩和などを盛り込んだ改正ＮＴＴ法（２０２４年４⽉施⾏）におい
て措置済み。今回は、第⼀次答申で「今後更に検討を深めていくべき事項」と
して提⾔されたユニバーサルサービス、公正競争、国際競争⼒、経済安全保障
などの事項について、引き続き議論が⾏われ、最終答申（案）として取りまと
められたもの。

主に以下について説明があった。（特に、委員会の所掌と関係が深い項⽬は、
「公正競争の確保の在り⽅ 関係」のうち「線路敷設基盤の開放の促進等の在
り⽅」及び「ユニバーサルサービスの確保の在り⽅ 関係」となっている。）
 公正競争の確保の在り⽅ 関係

1. 公正競争の確保に関する基本的な考え⽅
2. ＮＴＴ東⻄の通信インフラの在り⽅
3. ＮＴＴ東⻄等の業務の在り⽅
4. ＮＴＴグループに関する公正競争の確保の在り⽅
5. ネットワークの開放の促進等の在り⽅
6. 線路敷設基盤の開放の促進等の在り⽅

鉄塔等のみを建てるインフラシェアリング事業者は電気通信事業者
に該当せず、現状では鉄塔等を建てる際に⼟地や建物を使⽤する公益
事業特権が付与されないため、インフラシェアリング事業者について
も、総務⼤⾂の認定を受ければ公益事業特権を付与することが適当と
している。ただし、付与する際の条件として、鉄塔等が回線設置事業に
利⽤されることや、回線設置事業者が鉄塔等を利⽤する場合の適正性
や公平性、安定性等を担保することのほか、インフラシェアリング事
業者の貸出条件や料⾦に係る争いが⽣じた場合について、委員会のあ
っせん・仲裁等の対象とすることが適当としている。

7. 市場環境の変化を踏まえた電気通信事業に関する制度の在り⽅
 ユニバーサルサービスの確保の在り⽅ 関係

ブロードバンドは、未整備地域の解消等が課題であり、ブロードバンド
を提供する責務を担う者がいない状況である。これを踏まえた取組とし
て、最終保障提供責務（他事業者が提供していない地域において利⽤希望
者に対し提供する責務）を新設することが適当としており、その責務の担
い⼿が近隣の事業者に設備の貸出し等の協⼒を求めた場合には、その協議
に応じる義務を課し、この協議に応じない場合や、協議に応じても条件や
料⾦に争いが⽣じる場合について、委員会のあっせん・仲裁等の対象とす

説明の概要 
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ることが適当としている。
電話についても、モバイル網固定電話をユニバーサルサービスに追加し

た上で、ＮＴＴの負っている電話のあまねく提供責務を最終保障提供責務
に⾒直すことが適当としており、近隣事業者の協議応諾義務等はブロード
バンドと同様とすることが適当としている。

＜委員会＞
【1】インフラシェアリング事業について、携帯事業者１社が鉄塔を建てて、

他の会社に使わせること、合弁会社をつくり、インフラシェアリング事業者
にすること、不動産事業者等の全く通信に関係ない事業者が鉄塔を建てて複
数の通信事業者に使わせること、これら全てが想定されているのか。

【2】ユーザーはハードとして端末を常に持ち続けるが、ネットワークの仮想
化・クラウド化により、バックグラウンドは段々と物理的な設備からクラウ
ドを含めたネットワークに移⾏していくと思う。そうなった場合、設備がな
くなっていくのか、それとも設備に対するアクセス⽅法が課題になるのか。 

【3】国際競争⼒や経済安全保障については、最先端の技術を持っていないと
その保持が難しくなると思う。このため、ＮＴＴなどが研究開発を牽引した
ほうが、国際競争⼒や経済安全保障に関与できると考えるが、今後の検討の
⽅向性はどうなのか。

＜担当部局＞

【1】いずれのパターンも想定されているが、⾮電気通信事業には公益事業特
権が付与されないため、制度整備の要望があったもの。インフラシェアリン
グ会社が回線設置事業者にインフラを貸し出す際に、適正・公平な利⽤が図
られるよう、貸出条件等、しっかり義務付けを⾏った上で制度整備すること
としたい。

【2】物理的な回線設備やルーターは、当然今も今後も必要であるが、これか
らのルーター等は⾮常に汎⽤的な設備となり、⽤途によって使う機能を変え
ることができる。例えば、クラウド事業者から機能を借りて、状況に応じて
ルーター等の使う機能を変えるなど、設備そのものと機能で分かれることが
想定される。

【3】ＮＴＴの研究開発の責務は２０２４年４⽉に廃⽌したが、本来業務とし
て基礎研究をやらなければならない位置付けは変わっていない。他事業者や
他業種は基礎研究所をなくして基礎的な研究を実施していない中で、ＮＴＴ
がこれまでの蓄積を⽣かして基礎研究を⾏っていくことは必要と考えてい
る。

委員会等の主な質問・コメント等 
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５ 令和７年２月１８日 第２４８回委員会 

総合通信基盤局から「携帯電話の基地局整備等」について説明を受け、意⾒交
換を⾏った。

委員会の⾏うあっせん・仲裁について、電波法においては、①無線局の開設
⼜は無線局に関する事項の変更による混信その他の妨害を防⽌するために必
要な措置に関する契約に関する紛争、②終了促進措置に関する契約に関する
紛争が対象とされていること、また、委員会の⾏う紛争処理の対象としてイ
ンフラシェアリングに関する対応の追加が検討されていることから、５G の
携帯電話の基地局整備を取り巻く最新の動向について、資料に基づき説明が
あった。

主な内容は以下のとおり。
 ５G のカバレッジ拡⼤と３つの特徴（超⾼速、超低遅延、多数同時接続）

を実現するため、現在、幅広い周波数帯を活⽤して５G の整備が進められ
ている。

 令和５年度末時点の５G の基地局数は、事業者ごとにばらつきはあるもの
の、総数としては約２６万局。⼈⼝カバー率は、携帯キャリア４者（ＮＴ
Ｔドコモ、ＫＤＤＩ、ソフトバンク、楽天モバイル）を重ね合わせると９
８．１％。

 携帯電話⽤周波数の割当においては、開設指針に照らして、絶対審査（最
低限の要件を満たしているか）、（申請が複数の場合は）⽐較審査を実施。 

 新たに開設する無線局の免許時の審査に当たっては、既設の無線局に混信
を与えることのないように、既設の無線局の免許⼈と周波数の共⽤につい
て合意していることを審査項⽬の１つとしている場合がある。

 終了促進措置について、直近ではソフトバンクに対して既存利⽤者がいる
周波数帯（４．９ＧＨｚ）を割当てており、この際の絶対審査基準におい
ては、既存無線局の移⾏に最低限必要な⾦額を確保できること」、「終了促
進措置に関する計画が、開設指針第５項の規定（終了促進措置の実施する
こと、既存登録⼈等と終了促進措置の内容について協議を⾏うこと等）を
順守していること等が定められている。

 ５Ｇの周波数の特性上、より多くの基地局整備が必要となるため、インフ
ラシェアリングの重要性が⾼まっている。

 ⽇本は諸外国と⽐較するとインフラシェアリングの導⼊率が低いが、昨今
はインフラシェアリングに事業として参⼊する企業も増えてきている。

 総務省では、補助事業や国有・公有施設等の活⽤、ガイドラインの策定等
の施策を実施して、インフラシェアリングの取組を後押ししている。また、
携帯電話事業者により構成されている（公社）移動通信整備基盤協会と⺠
間インフラシェアリング事業者が協⼒・連携して５G インフラ整備の促進
を⾏っていくような取組も始まっている。

＜委員会＞

委員会等の主な質問・コメント等 

説明の概要 
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【1】直近のソフトバンクに対する周波数割当てにおける終了促進措置に関す
る審査基準は、当事者の合意よりもある程度決められた基準に該当するかど
うかが内容となっているように思うが、例えば、既存無線局の所有者に対し
て、譲渡⾦等に関するやりとりは発⽣するのか。

【2】現在、５ＧＨｚ帯無線アクセスシステムについては公的な機関が保有し
ているケースも多いと思うが、この移⾏に当たっては災害時のアクセスポイ
ント等、公的な必要性といった観点からの配慮も必要と思う。これについて
は総務省において判断をしていくのか。

【3】（公社）移動通信基盤整備協会と⺠間シェアリング事業者による５Ｇイン
フラシェアリングの協⼒整備について、⺠間の事業者も含めてある種の競争
を促進する必要性もある⼀⽅で、共同でインフラを整備する側⾯もあり、ど
のようなバランスでやっているのか。

【4】⺠間シェアリング事業者が設備を携帯電話事業者に貸し出す場合におい
て、その貸出条件は取引の⾃由により⾃由に設定できるという考え⽅がある
⼀⽅で、⼀般消費者向けに通信を提供する事業者であれば同じ条件で公平に
使わせるべきという考え⽅もある。これについては国としてどのような考え
⽅を取っていくのか。

【5】インフラシェアリングについて、事業者間の調整の難しさ等のデメリッ
トや問題点はあるか。

【6】欧⽶におけるインフラシェアリングの導⼊率はどうか。

【7】携帯電話事業者が⼦会社をつくってインフラシェアリング事業に参⼊す
ることも可能なのか。

【8】インフラシェアリング事業者が⽇本では⾮常に少ないため、国としては
これを推進していきたいというスタンスなのか。また、事業者からすると５
Ｇを個別に整備するよりも共同で整備したほうが効率的なのか。

＜担当部局＞

【1】周波数移⾏に当たっての設備の取得や⼯事等の費⽤を、新たに周波数を
割当てられる携帯電話事業者が負担することについて、協議の上、⼀件⼀件
合意していただく必要がある。移⾏する免許⼈が１者であれば⽐較的協議は
簡単だが、多数の免許⼈がいる周波数帯においては、相⼿⽅が多数というこ
とに加え、必ずしも無線システムに明るくない⽅も含まれていることから、
丁寧に協議をして合意していくことが必要と考えている。

【2】直ちに現在使われている無線システムが使えなくなるわけではなく、１
０年後に使⽤期限を設けている。国としては、１０年後までに移⾏するとい
う⽅針を既存登録⼈に対して複数回周知しており、当該周波数帯を携帯電話
に割当てていくという⼤きな⽅針について、理解を得た上でこれまで進めて
きたところ。
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【3】そのバランスは難しい点と認識している。現在、⺠間のインフラシェア
リング事業者の事業が拡⼤している状況で、これまで携帯電話事業者が共同
で整備してきたエリアについてもビジネス領域となっており、それぞれの利
害対⽴や、協⼒していく必要性が認識され始めた段階と承知している。

【4】現状では、例えばどこを協調領域とみるか、競争領域とみるかが刻々と
動いているような状況であり、明確な線引きがないため、これから国も含め
た共通認識が醸成されていくと考えている。事業の発展や電波の適正な監理
の観点からも、よく検討していくべき課題と認識している。

【5】インフラシェアリングを利⽤する携帯電話事業者をしっかりと確保でき
るか、事業者を複数者確保できていない段階において、シェアリング施設を
整備するリスクをどれくらい取れるか等は１つの調整要素としてあると考
えている。

【6】欧⽶においても、インフラシェアリングのシェアは⼀般的に⾼くなって
いる。

【7】⼦会社がインフラシェアリング事業に参⼊することは可能。事業者同⼠
が共同で会社を設⽴し、５G を整備していく動きもある。

【8】国としては様々な後押しの策も設けており、推進している⽴場にある。
５Ｇは周波数の特性上、多くの基地局の整備が必要となるため、共同で整備
することにより、事業者として設備投資を減らせるメリットがあると理解し
ている。

委員会における施設視察 

１ 令和７年３月２６日 第２４９回委員会 

株式会社ＪＴＯＷＥＲの５Ｇインフラシェアリング設備の視察を⾏い、意⾒交
換を⾏った。
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第２章 令和５年度調査研究結果の報告 

委員会では、紛争処理を⾏う際の基礎資料とするために、事務局において実施
した、令和５年度調査研究結果の概要について、第２４４回委員会（令和６年７
⽉３０⽇）で報告を受け意⾒交換を⾏った。

【説明の概要】

１ ⽬的
今後、５Ｇ（ＳＡ）等の新たな電気通信サービスの進展に伴い、電気通信事業

者間紛争の複雑化が想定されていることから、我が国で発⽣することが想定され
る紛争事案を把握するため、諸外国における紛争事例を調査し、電気通信事業者
間の競争条件に係る紛争の円滑な処理に資することを⽬的とする。

２ 調査結果
（１）海外主要市場における情報通信分野の紛争・意⾒対⽴の傾向

海外主要市場（⽶国、ＥＵ、英国、ドイツ、フランス、韓国）における情報通
信分野の事業者間の紛争・意⾒対⽴について調査を⾏った結果、その傾向を以下
の五つに類型化した。

・⼀つ⽬は、⼤⼿プラットフォーマーによる競争阻害の懸念についてのもので
ある。ＥＵでは、Ｓｐｏｔｉｆｙが、ＡｐｐｌｅのＡｐｐＳｔｏｒｅの利⽤
規約に競争他社へのサイトへの誘導を制限する規定があることは競争阻害
⾏為だという指摘をしていることに対して、Ａｐｐｌｅは、Ｓｐｏｔｉｆｙ
と欧州委員会がＡｐｐＳｔｏｒｅのルールを不当に変更させようとしてい
ると反論している事案があり、現在係争中である。また、フランスでは、Ｍ
ｅｔａが、オンライン広告会社向けのＡＰＩを突然遮断したことに対して、
フランスのオンライン広告会社Ｃｒｉｔｅｏが、市場⽀配⼒の濫⽤であると
指摘している事案もあるが、これは、Ｍｅｔａが、商慣⾏を改善するとの誓
約書を既に競争当局に提出済みであると述べており、解決済みである。

・⼆つ⽬は、電波資源の公正な割当てについてのものである。韓国では、ＬＧ
Ｕ＋が、過去の周波数オークションで⼲渉の懸念のある帯域開放が留保され
⾃社の５Ｇ確保帯域は他社より少ないため、追加割当で優遇を受けたことは
当然と主張していることに対して、ＳＫテレコムとＫＴは、その５Ｇ周波数
追加割当⽅式はＬＧ Ｕ＋の主張を⼀⽅的に反映したもので公正ではない
と不満を表明している事案がある。ＬＧ Ｕ＋への追加割当により事業者間
対⽴は終了した。
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・三つ⽬は、ネットワーク整備コスト負担の在り⽅についてのものである。韓
国のＳＫブロードバンドが、トラヒックの増加に伴うインフラ増強費⽤につ
いて、Ｎｅｔｆｌｉｘに⼀部負担すべきとの意⾒をしていることに対して、
Ｎｅｔｆｌｉｘは、その義務はないと反論している事案であり、放送通信委
員会の裁定に持ち込まれ、平⾏して裁判にもなったが、突如両者が和解（和
解の内容は⾮公開）し、協⼒関係が始まっている。また欧州では、ドイツテ
レコムが、プラットフォーマーはネットワークコストを負担すべきと主張し
たことに対し、Ｎｅｔｆｌｉｘがそれが実現すると⼀種の税⾦になり、消費
者に悪影響を及ぼすと反論している事案もある。

・四つ⽬は、接続や卸の協定・設備開放等についてのものである。ドイツのテ
レフォニカ・ドイツが、既に５Ｇ周波数を獲得したＭＮＯとなった１＆１（ワ
ンアンドワン）に対し、⾃分たちが貸しているネットワークの利⽤料をＭＶ
ＮＯ向けのものからＭＮＯ向けのものに⾒直すべきとの主張しているのに
対し、１＆１は、サービス提供を始めていないためＭＶＮＯとしての契約は
有効と主張している事案であり、ＢＮｅｔｚＡが１＆１のＭＶＮＯ事業の終
了期限を設定した。１＆１はテレフォニカ・ドイツとの契約交渉を終了し、
ＭＮＯとして他社と新たにローミング契約締結した。

・五つ⽬は、クラウド⼤⼿と⽣成ＡＩ企業の提携による競争阻害の懸念につい
てのものである。⽶国の連邦取引委員会ＦＴＣが、⼤⼿クラウド事業者が⽣
成ＡＩの学習データや専⾨⼈材を占有するような競争阻害のおそれがある
のではないかといった観点から調査を始めているのに対し、Ｍｉｃｒｏｓｏ
ｆｔは、クラウドと⽣成ＡＩの連携は、ＡＩ分野の競争を促進し、結果的に
イノベーションを加速させ、世の中に貢献しているといった反論をしている
事案がある。
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（２）⽶国の情報通信分野における紛争処理 
⽶国の情報通信分野での紛争処理⼿続き及びその使い分けについて調査を

⾏った。 
紛争処理⼿続きについては、以下の五つに分類される。 
・⼀つ⽬は、連邦通信委員会ＦＣＣが、通信法違反に関する紛争や、電柱架

設に関する紛争についての紛争処理を⾏っており、調停、⾮公式申⽴て、
公式申⽴てがある。 

・⼆つ⽬は、各州の公益事業委員会（ＰＳＣやＰＵＣと略称が各州で異な
る）が、州で閉じた通信の相互接続に関する紛争などについて、調停や仲
裁の紛争処理を⾏っている。電気通信に限らず、電⼒や⽔道など様々な公
益事業も対象としている。この公益事業委員会が紛争処理を⾏わない場合
に、ＦＣＣが紛争処理を⾏うことができるという規定がある。 

・三つ⽬は、司法省の反トラスト局のアンチトラストディビジョンと連邦取
引委員会ＦＴＣが、それぞれ反トラスト法に基づいて事業者間の紛争を取
り扱う。様々なセクターを対象とする中で情報通信も取り扱っているとい
う位置づけであり、⺠事、あるいは⾏政的排除措置を⾏う。 

・四つ⽬は、⺠間のＡＤＲ団体が、幅広くいろいろなセクターの紛争を取り
扱う中で情報通信を取り扱う。情報通信分野であれば、特に⽶国仲裁協会
ＡＡＡが無線通信の業界団体のＣＴＩＡと共同で無線分野のＡＤＲのため
のルールであるワイヤレスインダストリーアビトレーションルールズを策
定しており、この分野のＡＤＲを⾏っている。 

・五つ⽬は、裁判所であり、法的拘束性や最終性を備える仕組みである。 

 

また、紛争処理⼿続きの使い分けについては、以下のように考えられる。 
・電気通信分野における紛争当事者は、裁判よりもＡＤＲを積極的に利⽤する

傾向があり、その背景には、電気通信分野の変化が激しさや、紛争当事者に
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よる事前の戦略的な意図があると考えられる。
・英国のロンドン⼤学が 2016 年に世界各国の紛争処理機関職員を対象に実施

した調査では、電気通信分野における紛争を法的拘束⼒のないＡＤＲで解決
した割合は８１％、解決しなかった紛争（１９％）が法的拘束⼒のあるＡＤ
Ｒや裁判に持ち込まれた割合は１８％となっている。

※ 図表は第２４４回委員会（令和６年７⽉３０⽇）事務局説明資料からの抜粋
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第３章 周知広報、利便性向上等のための取組 

委員会の認知度及び利便性の向上等のため、次の取組を⾏った。

１ 事業者団体との連携、顔の見える周知 

令和６年度は、特に顔の⾒える周知を強化することとし、事業者団体と連携
して、事務局職員が、各団体開催の会合に参加し、直接、電気通信事業者等に
対して委員会業務の説明や情報交換等をする取組を積極的に⾏った。

まず、全国規模の事業者団体である、（⼀社）テレコムサービス協会と連携
し、令和６年１０⽉１０⽇に開催された同協会の第４２回ＭＶＮＯ委員会にお
いて、電気通信事業者（ＭＶＮＯ）に対し、委員会の業務について、その機能
やあっせん・仲裁⼿続の概要、紛争処理の状況、事業者等相談窓⼝等のほか、
ＭＶＮＯと関係性の⾼い紛争事案にも触れながら、説明を⾏うとともに、情報
交換等を実施した。さらに、それ以降開催されるＭＶＮＯ委員会にも事務局職
員が継続的に参加することとし、より円滑に情報交換や相談等を⾏える関係の
構築等に努めた。

また、⾸都圏以外の事業者への周知をきめ細かく⾏うため、新たに（⼀財）
富⼭県ケーブルテレビ協議会と連携し、令和７年２⽉２５⽇に開催された同協
議会の第８回情報交換会において、ケーブルテレビ事業者に対し、委員会の業
務について説明を⾏うとともに、情報交換等を実施した。

２ 電気通信事業者等への幅広い周知 

より多くの電気通信事業者等に対する委員会活動の幅広い周知についても、
積極的に取り組んだ。

電気通信事業を営むため電気通信事業法の規定により総務⼤⾂に届出した
全国の電気通信事業者に対して、所管部局に依頼して、委員会の機能や相談窓
⼝等を記載した資料の送付を⾏った。これに加え、新たに委員会業務に関連す
る主な事業者団体に対しても、事務局から、同様に委員会の機能等を周知する
資料を送付した。

３ 総合通信局等と連携した周知 

地⽅の電気通信事業者等における委員会の認知度向上を図る上で、総務省の
地⽅⽀分部局である総合通信局等が果たす役割は⼤きいことから、総合通信局
等と連携した周知にも積極的に取り組む必要がある。

このため、総合通信局総務課⻑等会議等、様々な機会をとらえ、総合通信局
等に対し、委員会の周知⽤リーフレットの各管内電気通信事業者等へのより積
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極的な展開や、当該事業者等に対する委員会業務の周知機会の更なる設定など
について、重ねて協⼒依頼を⾏った。

４ 外部の研修における業務説明 

ＯＤＡの⼀環としてＪＩＣＡが実施するエチオピアへの国別研修「通信規制
分野における技術・管理運営能⼒強化」において、委員会の機能、あっせん・
仲裁⼿続の概要、紛争処理の状況・事案、事業者等相談窓⼝等についての説明
を⾏った。
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第４章 委員会に関係する制度改正等 

○ 仲裁法の改正に伴う電気通信紛争処理委員会決定の一部改正

（１）令和５年４⽉に成⽴した仲裁法の⼀部を改正する法律（令和５年法律第１
５号。令和６年４⽉１⽇施⾏。以下「仲裁法改正法」という。）により、仲裁
法（平成１５年法律第１３８号）において、終局的な仲裁判断の前における
紛争の対象物の損耗等を防⽌し、仲裁判断の実効性の確保のため、仲裁廷が
命令可能な「暫定保全措置」の類型及び当該措置の命令要件等の整備がされ
たことを受け、電気通信紛争処理委員会仲裁準則（平成１５年電気通信事業
紛争処理委員会決定第３号。以下「仲裁準則」という。）の⼀部を改正した。
主な改正事項は以下のとおりである。
・仲裁法において暫定保全措置の類型が整備されたことを踏まえ、委員会に

おいて命令可能な措置を「仲裁法第２４条第１項各号に掲げる措置」（暫定
保全措置）と規定すること等の規定の整備

・仲裁廷が、所定の事情等により、暫定保全措置の命令（暫定保全措置命令）
の取消し、変更⼜はその効⼒を停⽌することを可能とするとともに、当該
取消し等した場合に、暫定保全措置命令の申⽴⼈に対し、当該申⽴⼈の責
めに帰すべき事由により当該命令を受けた者が受けた損害の賠償を命ずる
ことを可能とすること等の規定の整備

（２）また、令和５年６⽉に成⽴した「⺠事関係⼿続等における情報通信技術の
活⽤等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」（令和５年法律第５
３号）により、⺠事訴訟法（平成８年法律第１０９号）の規定による裁判所
が⾏う⼿続等のデジタル化の措置を受け、仲裁における当該⼿続等に当該措
置を反映する規定の整備の⼀環として、仲裁廷⼜は当事者が、裁判所に対し、
その実施を申し⽴てることができる証拠調べについて、⺠事訴訟法の規定に
よる「調査の嘱託」、「証⼈尋問」、「鑑定」、「書証」及び「検証」に加え、「電
磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べ」を追加する規定の整備の
ため、仲裁準則の⼀部を改正した。

（３）上記（１）の改正に伴い、電気通信紛争処理委員会の⼿続のオンラインに
よる実施要領（令和４年電気通信紛争処理委員会決定第２号）の⼀部を改正
した。主な改正事項は以下のとおりである。
・仲裁法改正法による改正後の仲裁法の規定及び上記（１）の仲裁準則の改

正後の仲裁準則の規定振りへの変更
・仲裁法改正法により仲裁法に追加された規定等のうち対象⼿続となる暫定

保全措置命令関係の⼿続の追加
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